
小樽市では、市民の皆様の健康的な食事を支援する

「ほっかいどうヘルスサポートレストラン」推進事業

を、令和２年４月より新たにスタートします。

本事業では、情報発信や健康的な食事の提供などの

取組に対して、一つ星から三つ星とステップアップし

三段階に分けて登録※します。

登録店には、小樽市や関係機関から、健康づくりに

関する情報配信を行いますので、お客様への情報提供

等、健康づくりにご協力お願いします。

（※登録要件は裏面をご覧ください。）
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各登録店の取り組み状況によって、一つ星～三つ星の三段階で登録をします。登録の条件は以下のとおりです。

】

健康増進法の一部を改正する法律が、2020年４月に全面

施行され、望まない受動喫煙をなくすため、飲食店等の第二

種施設では原則屋内禁煙とすることが定められました。

なお、店内での喫煙を認める場合には、「喫煙専用室」等

の設置が必要となるほか、２０歳未満の者を立ち入らせない

こと等の必要な措置を講じることとされています。

これを機に、受動喫煙防止対策にいち早く取組み、お客様

に貴店の取組みについてお知らせしませんか。また、すでに

店内を禁煙にされているお店も、是非ご登録ください。

＊登録の希望や、詳しい要件については小樽市保健所へお問合せください。

＊登録状況や様式等は小樽市ホームページから確認できます。

登録や事業の問い合わせは

小樽市保健所 健康増進課 まで

〒047-0033 

小樽市富岡１丁目５番１２号

TEL:0134-22-3110


